
向島秀蓮小中学校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 
 

 

【 第１章  総  則 】 

第１条［名称］ 

本会は「向島秀蓮小中学校ＰＴＡ」と称し、事務局を校内に置く。 

 

第２条［目的］ 

本会は学校と家庭・地域との連携を密にし、児童・生徒の福祉増進と健全育成に努めると共に、

会員相互の親睦を図り、資質の向上に努める。 

 

第３条［事業］ 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

１ 児童・生徒の教育環境改善に関すること。 

２ 会員相互の親睦及び教養に関すること。 

３ その他必要と認められること。 

 

第４条［性格］ 

本会は第２条の目的を達成するために次の事項を基本的性格とする。 

１ 本会は本校教育の充実を願う社会教育団体である。 

２ 本会は民主的団体であって、政治的宗教的団体並びに他のいかなる団体の支配や干渉も受

けない。但し、京都市ＰＴＡ連絡協議会の構成組織として活動し、支部活動にも参加する。 

 

第５条［会員］ 

１ 本会の会員は本校児童・生徒の保護者と、本校に勤務する教職員とする。 

２ 本会の会員はすべて平等の権利と義務をもつ。 

３ 本会の会員は次の権利と義務をもつ。 

（１）役員及び委員の選挙権並びに被選挙権。 

（２）所定の会費を納入すること。 

（３）本会の事業に参加し、また協力すること。 

 

【 第２章  役  員 】 

第６条［役員］ 

１ 本会には下記の役員を置く。 

（１）会長１名 

（２）副会長３名以上 

（３）庶務４名以上（教職員から１名） 

（４）会計３名以上（教職員から１名） 

２［役員の任務］ 

本会の役員は会務運営について連帯して責任を負い、下記の職務を分掌する。 

（１） 会長は本会の代表者であって、会務を統括し、総会及び運営委員会を召集し、総会の議

決事項を執行する。 

（２） 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 



（３）会長・副会長及び役員は京都市ＰＴＡ連絡協議会にかかわる会合及び各種研修会、行事

等に分担をして本校ＰＴＡ代表として参加する。 

（４）庶務は総会及び運営委員会の議事を記録し、庶務に従事する。庶務の職務については教

職員会員がこれを補佐する。 

（５）会計は会計事務をとり、年度末には監査を受け、総会において会計報告を行う。 

また、会員の要求があったときはいつでも会計簿を閲覧に供する。会計の職務について

は教職員がこれを補佐する。 

（６）はぐくみ委員、親まなび委員は本部役員が兼務する。 

（７）本会役員は本部役員会を組織し、規約及び総会の決議に基づき会務を執行し、会の運営

活動を推進する。 

３［役員の任期］ 

（１）本会役員の任期は原則１年、当該年度３月末日までとする。 

（２）次期役員が就任するまでは、現任者がその職務を代行する。 

（３）役員は組織の形骸化を防止する為に役職に関係なく連続して留まれる期間は最長３年と

する。 

４［役員の選出］ 

役員の選出については、別に定める選挙規定による。 

 

【 第３章  機 関 等 】 

第７条 本会には次の機関を置く 

１ 総会（第８条） 

２ 本部役員会（第６条 ２の（７）） 

３ 運営委員会（第９条） 

４ 学級委員会（第１０条） 

５ 地域委員会（第１１条） 

６ 会計監査委員会（第１２条） 

７ 選挙管理委員会（第１３条、第１５条の１ 選挙規定） 

８ 特別委員会（第１４条） 

９ 上記の各委員会には教職員若干名が参画し、助言及び協力をする 

 

第８条［総会］ 

１ 総会は本会の最高議決機関で、毎年２回以上これを開催する。但し、会長が必要と認めた

とき、または、会員の１０分の1以上の要求があったときは臨時総会を開く。 

２ 総会の開催３日前までに議事の内容を明示して、会員に通知する。 

３ 総会においては次の事項を審議決定する。 

（１）役員並びに会計監査委員の紹介と信任。 

（２）各委員会正副委員長の紹介。 

（３）事業計画・予算案の承認。 

（４）会務・決算・監査結果の承認。 

（５）その他重要事項の審議。 

４ 総会の定足数は会員の２分の１（但し、委任状を含む）以上とする。 

５ 議長は、役員以外からその都度選出する。議事の決定は多数決による。可否同数のときは、

議長がこれを決する。 



第９条［運営委員会］ 

１〔運営委員の任務〕 

本会の役員、各専門委員会・地域委員会の正副委員長を持って構成し、会務の執行と各委員

会活動の円滑な運営にあたるとともに下記の事項を行う。 

（１）各委員会での立案事項を審議・調整する。 

（２）総会に提出する報告書を作成する。 

（３）会員より委任された事項を処理する。 

（４）必要に応じて特別委員会を設ける。 

２〔運営委員の任期〕 

第６条３－(３) と同様に、運営委員（保体・教養・広報。地域の正副委員長）も組織の形骸

化を防止する為に連続して留まれる期間は最長３年とする。 

 

第１０条［学級委員会］ 

各学級から選出された学級委員は「教養委員会」「広報委員会」「保健体育委員会」の専門委員会

を組織する。また、各専門委員会は児童・生徒の福祉と会員相互の連絡、親睦を図り、各種学校行事

への参加及び支援をする。また、それぞれの専門委員会の中から正副委員長をそれぞれ互選する。 

（１）教養委員会 

本委員会は正会員の文化的資質の向上に努め、学校教育に対する理解を深めるため、原

則、下記の事項を行う。 

① 各種教養講座の企画・運営 

② 支部活動への協力 

③その他、必要とされる内容 

（２）広報委員会 

本委員会は本会の趣旨及び活動を内外に広報するため、原則、下記の事項を行う。 

① 機関誌・広報誌の取材・編集及び発行 

② ＰＴＡ壁新聞の作成 

③その他、必要とされる内容 

（３）保健・体育委員会 

本委員会は正会員自らの保健衛生と体力の向上を図り、学校教育に対する理解を深める

ため、原則、下記の事項を行う 

① 各種健康教室等の参加 

② 保健講座等の企画・運営 

③ 支部活動への協力 

④ その他、必要とされる内容 

 

第１１条［地域委員会］ 

本校校区の各地区、街区、ブロック等の正会員より選出された委員をもって構成する。向島秀

蓮小中学校ＰＴＡの各地域の窓口となり、地域団体との連携を通じ、育成環境の充実と安全の向

上等を目的とする。地域委員会は正副委員長を互選する。本委員会は、原則、校区の各地域にお

ける教育活動等の支援にかかわる次の事項を行う。 

（１）登下校等の通学安全にかかわる活動 

（２）校外における児童・生徒の生活指導（校区パトロール等） 

（３）広報活動（ポスターの掲示等） 



（４）情報の収集と提供 

（５）その他、必要とされる内容 

 

第１２条［会計監査委員会］ 

正会員より選出された２名以上の委員によって構成し、本会会計の適正な運用を確保する。 

（１）当該年度の本会会計を監査し、その結果を次年度第1回総会で報告する。 

（２）必要に応じて会計簿の閲覧を行い監査することができる。 

 

第１３条［選挙管理委員会］ 

正会員より選出された委員により構成し、役員、各委員の選出に必要な事務を行う。 

 

第１４条［特別委員会］ 

運営委員会から委嘱された委員で構成し特別事項を行う。終了した時点で解散する。 

 

 

 

【 第４章  役員・委員の選出 】 

第１５条［役員・委員の選出］ 

１ 役員及び各委員選出の管理運営は、選挙管理委員会（第１３条）が行う。 

２ 役員及び各委員の選出は別に定める選挙規定に従って行う。 

３ 次期役員の信任及び紹介は総会において行う。 

４ 学級委員は学級ごとに選出する。尚、学級委員は、「教養委員会」「広報委員会」「保健体育

委員会」の各専門委員会を分担し、各専門委員会はそれぞれ正副委員長を互選する。 

５ 地域委員は、各地区、街区、ブロック等より選出し、正副委員長を互選する。 

６ 会計監査委員は選挙規定に従って選出する。 

７ 役員・委員の任期は４月１日より翌年３月３１日までの一ヵ年とし、兼任、重任を認めな

い。役員・委員については本人の同意があれば再選を妨げない。 

８ 役員及び各委員に欠員が生じた場合、選挙規定に基き補欠役員及び補欠委員を選任するこ

とができる。補欠役員、補欠委員の任期は前任者の残余期間とする。 

 

 

 

【 第５章  会  計 】 

第１６条 本会の経費は、会費と事業収入及び寄付金等により支弁する。 

１「会  費」 

本会の会費は、一世帯につき月額３００円とし、１２か月分、年額３６００円を徴収する

但し、引き落とし時点で在籍している児童生徒の世帯から徴収する。転校等の事態が生じ

た場合、在籍月で計算し返金する。 

２「会計年度」 

会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

３「会計監査」 

会計監査委員は選挙規定に従って選出された委員をもって構成し、会計執行について厳正

に監査し、総会においてその結果を報告する。 



４「一時徴収」 

特別の事情により本会の経費が逼迫した場合、当該年度の総会において、会費の臨時徴収 

を行うことができる。 

 

【 第６章  規約改正 】 

第１７条 規約の改正は、総会において出席者の３分の２以上の賛成をもってこれを行う。 

 

【 第７章  補  則 】 

第１８条［リコール制度］ 

役員・委員が本会の名誉を傷つけ、その役職に不適任と認められた場合、会員の過半数をもっ

てリコールすることができる。 

 

【 第８章  付  則 】 

・この規約は平成３１年４月より施行する。 

・この規約は改定により令和元年５月１日より施行する。 

・この規約は改定により令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



京都市立向島秀蓮小中学校ＰＴＡ選挙規定 
 

【 第１章  総 則 】 

第１条 この規定は、規約第１５条の２に基づいて定める。 

第２条 この規定は、規約第６条の役員、第１０条の学級委員・第１１条の地域委員・第１２条

の会計監査委員・第１３条の選挙管理委員・第１４条の特別委員の選出に適用する。 

 

【 第２章  選挙管理委員会 】 

第３条 本部役員（以後、役員とする。）、会計監査委員、学級委員、地域委員の選出事務を処理

するため、選挙管理委員会を設置する。 

第４条 選挙管理委員会は、正会員より選出された委員により構成する。 

第５条 選挙管理委員会は、正副委員長を互選する。 

第６条 選挙管理委員会は、次の事務を行う。 

１ 役員・会計監査の選挙(選出)及び選挙(選出)管理について必要な事務。 

２ 各委員の選出及び選出管理に必要な事務。 

 

【 第３章  役員・会計監査委員の選出 】 

第７条 役員及び会計監査委員の選出については、下記の通りとする。 

１ 立候補者は、所定の用紙に、必要事項を記入し、届出期間中に選挙管理委員会に届け出な

ければならない。 

２ 立候補者が定数を超える時は、協議または選挙により決定する。 

３ 立候補者が定数を超えないときはＰＴＡ総会において信任を得るものとする。 

４ 立候補者がない、あるいは定数にみたない時は推薦委員会（第１０条）を組織し次期役員

及び会計監査委員の選出を行う。この場合、選出された役員及び会計監査委員はＰＴＡ総

会において信任を得るものとする。 

５ 役員・会計監査委員の選出完了後、全会員に通知する。 

６ 役員・会計監査委員の選出の詳細については、運営委員会が定めるところの役員・会計監

査委員選出の申し合わせ事項に従い行う。 

 

第８条 次期役員・会計監査委員・地域委員の選出は、毎年３月末までに行う。ただし特別の事

情のある時は、運営委員会の承認を得て延期することができる。この場合、次期役員・

会計監査委員・地域委員の選出まで、前任者がその任にある。 

 

第９条 教職員の役員の選出は、学校長に一任する。 

第１０条 選挙管理委員会は必要に応じて推薦委員会を組織し、次期役員選出を円滑に運ばなければ

ならない。推薦委員会は、本部役員及び選挙管理委員で構成し、選挙終了後解散する。 

第１１条 役員及び会計監査委員に欠員が生じた場合、補欠役員を選任することができる。補欠

役員の任期は前任者の残りの期間とする。 

 



【 第４章  委員の選出 】 

第１２条 学級委員の選出は下記のとおりとする。 

１ 学級委員は各学級から選出する。 

２ 選出された学級委員は学級委員会を組織する。 

３ 各委員は「教養委員」「広報委員」「保健体育委員」を分担し 

「教養委員会」「広報委員会」「保健体育委員会」の専門委員会を組織する。 

４ 各専門委員会は互選により正副委員長を選任する。 

５ 学級委員選出の詳細は、運営委員会の定めるところの各委員選出申し合わせ事項に従い、

行う。 

６ 学級委員に欠員が生じた場合、次点者を繰り上げ選出することができる。 

繰り上げ選出された委員の任期は前任者の残りの期間とする。 

 

第１３条 地域委員の選出は下記のとおりとする。 

１ 地域委員は、各地区、街区、ブロック等より選出する。 

２ 地域委員は地域委員会を組織する。 

３ 地域委員会は互選により正副委員長を選任する。 

４ 地域委員選出の詳細は運営委員会の定めるところの各委員選出申し合わせ事項に従い行

う。 

 

第１４条 はぐくみ委員、親まなび委員の選出は、新本部役員決定後、役員内で互選する。 

 

第１５条 特別委員の選出は下記のとおりとする。 

１ 人数及び資格は特別事項の内容に応じて運営委員会で決定する。 

２ 特別委員は特別委員会を組織する。 

３ 特別委員会は互選により正副委員長を選任する。 

４ 特別委員は運営委員会より委嘱するものとする。 

 

【 第５章  規定の改正 】 

第１６条 この規定の改正はＰＴＡ規約第１７条に準ずるものとする。 

 

 

【 第６章  付 則 】 

・この規約は平成３１年４月より施行する。 

・この規定は改定により令和元年５月１日より施行する。 

・この規定は改定により令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 



京都市立向島秀蓮小中学校ＰＴＡ慶弔規定 

第１条（趣旨） 

この規定は、京都市立向島秀蓮小中学校ＰＴＡ規約に則り、会員相互の親睦を図り本会の目的

を達成するため、会員の慶弔などについての取り扱いを定める。 

第２条（慶事） 

本規定の慶事の範囲は、本部役員会で協議の上決定するものとする。 

第３条（弔事） 

（1） 生徒が死亡したとき            １０,０００円および供花料・時価相当額 

（2） 教職員が死亡したとき           １０,０００円および供花料・時価相当額 

（3） 会員が死亡したとき             ５,０００円および供花料・時価相当額 

（4） 運営協議会理事および見守り隊ボランティアなど学校関係者が死亡したとき  

     ５,０００円および供花料・時価相当額 

第４条（見舞い） 

（1） 生徒もしくは教職員が、疾病・傷病などで１ヶ月以上入院した場合、本会よりお見舞金

を贈り慰める。                                               

お見舞金 ５,０００円 

（2） 生徒もしくは会員が、火災および水害などにより被災した場合、本会よりお見舞金を贈

り慰めの意を表明する。                  

 お見舞金 ５,０００円 

第５条（経費） 

本規定に定める慶弔費は、ＰＴＡ会計により支出する。 

第６条（その他） 

（1） 本規定の適用をうけたものは、如何なる形でも返礼はしないものとする。 

（2） 本規定第３条において、ご家族から辞退の申し入れがある場合、ご家族の意思を尊重す

る。 

（3） 本規定以外のもので対応を講ずべきものについては、本部役員会で協議の上決定する。 

第７条（改正） 

本規定の改正は、本部役員会で審議・決定し、運営委員会に報告する。 

《 附 則 》 

この規定は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

      令和 ４年 ３月 １日 一部改正 



地域委員会の廃止について 

【理 由】 

 少子化により、各地区で本校にお子さまが在学する子育て世帯が減少し、同じ保護者の方

が繰り返し地域委員を担うことになり、大きな負担になっています。 

 また、地域委員会としての本来の活動が減少し、現在では「おはよう当番」と必要に応じ

た「地域パトロール」が年に１、２回のため、役員会にて協議した結果、現在の地域委員会

の活動を精査し、必要な活動だけを学級委員会へ移行しても大きな負担にはならないという

判断にいたりました。 

 なお、地域委員会を廃止することにより、本校 PTA 自体がスリム化し、円滑な活動がで

きると考えております。 

 

【改 定】 

① 令和６年度より地域委員会廃止 

② 選挙管理委員会については学級委員各専門委員会正副委員長（９名）が兼務する。 

③ 地域委員会の活動を精査し、学級委員各専門委員会へ移行する。 

④ 向島秀蓮小中学校 PTA 規約及び選挙規定の改定。 

※（令和６年度４月１日付け） 

 


